
大館市の入札・契約等に関する情報の公表及び公開に関する要綱 

 

 （目的） 

第1条 本要綱は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127

号。以下「適正化法」という。）及び大館市情報公開条例（平成10年条例第15号。以下「条例」

という。）に基づき、情報の積極的な公表及び開示請求権制度として入札・契約等に関する情報を

提供及び公開する際に、適正化法、同法施行令、条例及び情報公開事務の手引（以下「手引」と

いう。）に規定するもののほか、情報の公開に関し必要な基準を定めることにより、当該業務に係

る情報の取扱いを統一的なものとし、もって入札・契約等の透明性と公正性を確保することを目

的とする。 

 

 （情報の公表、提供及び公開の分類） 

第2条 大館市が行う入札・契約等に関する情報の公表、提供及び公開の分類は、次のとおりとす

る。 

分類 根拠法令等 公表、提供、公開の方法 

情 報 の 公 表 適正化法、同施行令 義務により公表 閲 覧 、 掲 示 

情 報 の 提 供  任 意 に 提 供 送      付 

情 報 の 公 開 条 例 、 手 引 申請により公開 閲覧、写しの交付 

２ 情報の公表は、適正化法及び同法施行令の規定により、公共工事の発注見通し及び入札・契約

等に関する情報を積極的に公表するものとし、公表の所管は、公共工事の発注の見通しに関して

は当該予算を措置している課と契約検査課、入札に関する情報については当該入札に係る発注を

行った課と契約検査課で、所定の場所への掲示又は契約検査課のホームページに掲載する方法で

行うものとする。 

３ 情報の提供は、行政効果の向上を目的とし、報道機関を対象に、前項の規定によるインターネ

ットでの公表を行うものとする。 

４ 情報の公開は、条例の規定により処理するものとする。 

 

 （情報の公表） 

第3条 市長は、適正化法及び同法施行令の規定により、毎年度4月1日（当該日において当該年

度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日）以後遅滞なく、当該年度に発注す

ることが見込まれる公共工事（予定価格が200万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全

と秩序の維持に関連する公共工事であって大館市の行為を秘密にする必要があるものを除く。）に

ついて、次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならないものとする。 

 (1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要 

 (2) 入札及び契約の方法 

 (3) 入札を行う時期（随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期） 

２ 市長は、建設コンサルタント業務等及び物品調達並びに役務提供に係る発注予定について、前

項の規定に準じて公表することができるものとする。 

３ 前2項の規定による公表は、所定の場所への掲示又は契約検査課のホームページへの掲載によ

り、当該年度の3月31日まで行うものとする。 

４ 市長は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、第1項及び第2項の規定により公表

した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の事項を併せ

て公表しなければならない。この場合において、公表の方法については、第３項の規定を準用す

る。 

 



第4条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなけ

ればならない。これを変更したときも、同様とする。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号。以下「自治令」という。）第167条の5第1項

に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿 

 (2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資

格を有する者の名簿 

 (3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 

２ 市長は、公共工事（入札に付さない公共工事であって予定価格が250万円を超えないもの及び

公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって大館市の行為を秘密にする必要があ

るものを除く。）の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公

表しなければならない。 

 (1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、

その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格 

 (2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びに

これらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかっ

た理由 

 (3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由 

 (4) 入札者の商号又は名称及び入札金額（随意契約を行った場合を除く。） 

 (5) 落札者の商号又は名称及び落札金額（随意契約を行った場合を除く。） 

 (6) 自治令第167条の10第1項（自治令第167条の13において準用する場合を含む。）の規定

により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申

込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

 (7) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定による落札者を決定する一般競争入

札（以下「総合評価一般競争入札」という。）又は自治令第167条の13において準用する自治

令第167条の10の2第1項若しくは第２項の規定により落札者を決定する指名競争入札（以下

「総合評価指名競争入札」という。）を行った場合における次に掲げる事項 

  ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由 

  イ 自治令第167条の10の2第3項（自治令第167条の13において準用する場合を含む。）に

規定する落札者決定基準 

  ウ 自治令第167条の10の2第1項（自治令第167条の13において準用する場合を含む。）の

規定により価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込み

をした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

  エ 自治令第167条の10の2第2項（自治令第167条の13において準用する場合を含む。）の

規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が当該地方

公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるそ

の者を落札者とした理由 

 (8) 次に掲げる契約の内容 

  ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所 

  イ 公共工事の名称、場所、種別及び概要 

  ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期 

  エ 契約金額 

 (9) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由 

３ 市長は、建設コンサルタント業務等及び物品調達並びに役務提供に係る発注について、前項各

号の規定に準じて公表することができるものとする。 

４ 市長は、第2項の規定による公表に係る公共工事について契約金額の変更を伴う契約の変更を

したときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第8号に掲げる事項及び変更の理由を公表しな

ければならない。 



５ 前各項の規定による公表は、所定の場所への掲示又は契約検査課のホームページへの掲載によ

り、当該年度の3月31日まで行うものとする。 

 

 （開示請求権制度による開示の基準） 

第5条 条例第7条の規定により、実施機関は、開示請求があったときは、同条各号の不開示情報

が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 

 

第6条 条例第7条各号の不開示情報の分類のうち、入札・契約等に関わる情報についての取扱い

は次のとおりとする。 

 (1) 個人情報のうち「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は条例第7条第3号で判断する

こととし、個人情報から除外したという判断を準用することとなるので、該当するものはない

ものとする 

 (2) 法人等の事業活動情報について、指名申請書類は、建設業法第13条の規定により当該建設

業許可の申請を行った行政庁においては閲覧が義務付けられていることから、情報公開の申請

があった場合、公開の対象とする 

 (3) 国等協力関係情報は、手引の規定どおりとする 

 (4)  行政機関の事務・事業情報は、手引の不開示情報の判断基準のうち第7号「行政機関の事務・

事業情報2の(2)に該当するもののうち「過去の契約締結等に関する情報で、将来の契約予定価

格等が推定されるもの」として、金額の記入されている工事等の設計書は、閲覧開始月から、

３ケ月経過後から開示請求時に開示するものとする。ただし、「役務提供」の金額入設計書は、

当面の間不開示とする。 

 

第7条 入札、契約等に関する主な情報の開示、不開示の基準は別表のとおりとする。 

 

   附 則 

（平成２２年１２月１日制定（大館市入札参加資格に関する要綱の一部を改正する等の要綱））

抄 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



 [別 表] 

 

 

     公開等の時期 

 

 

関連事項･文書 

入 札 前 入 札 後 

摘   要 
情報 

公表 

情報 

公開 

情報 

公表 

情報 

公開 

入札参加資格申請書類 × ○ × ○ 情報公開のみ 

入札参加資格登録名簿 ○ ○ ○ ○  

建設工事入札参加資格格付 ○ ○ ○ ○ 建設工事のみ格付あり 

執行伺（入札執行依頼書） × × × ○ 情報公開のみ 

金額入設計書等 × × × ○ 

閲覧開始月から３ケ月経

過後から。情報公開のみ。

(役務提供は当面不開示） 

指名審査会提出資料 × × × ○  

随意契約伺（執行、締結） × × × ○ 情報公開のみ 

指名業者名（情報提供） × × ○ ○  

指名業者名（情報公表） × × ○ ○  

設計図書（閲覧図書） ○ ○ ○ ○  

予定価格（建設工事） ○ ○ ○ ○  

予定価格（建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務） × × ○ ○  

予定価格（物品調達･役務提供） × × × ×  

入札経過･結果（情報提供） × × ○ ○  

入札経過･結果（閲覧） × × ○ ○  

入札経過･結果（情報公開） × × ○ ○  

指名停止情報 ○ ○ ○ ○ 指名停止期間中 

 

  


